
　
　
ご
案
内

自
動
車
税
は
６
月
１
日
㊊
ま
で
に

納
入
を

　

土
地
と
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
基

本
と
な
る
評
価
額
は
、
固
定
資
産
の
持
つ
適

正
な
時
価
を
求
め
る
た
め
、
３
年
ご
と
に
見

直
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を「
評
価
替
え
」と
い
い
、
総
務
大
臣

が
定
め
た
固
定
資
産
評
価
基
準
に
基
づ
き
、

町
長
が
固
定
資
産
の
価
格
を
決
定
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
は
そ
の
基
準
年
度
に
な
り
、

賦
課
期
日（
平
成
27
年
１
月
１
日
）現
在
に
お

い
て
、
課
税
客
体
と
な
る
土
地
お
よ
び
家
屋

に
つ
い
て
の
評
価
額
の
算
定（
評
価
替
え
）が

行
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
平
成
28
年
度
及
び
平
成
29
年
度
は
原

則
と
し
て
、
新
た
な
評
価
を
行
わ
ず
据
え
置

き
と
な
り
ま
す
が
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
町

内
で
の
価
格
が
全
般
的
に
下
落
し
た
と
き

は
、
価
格
を
修
正
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
住
宅
用
地
に
お
け
る
土
地
の
負
担
調

整
措
置（
税
額
算
出
時
に
用
い
る
課
税
標
準

額
を
緩
や
か
に
是
正
す
る
仕
組
み
）に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
負
担
水
準
の
均
衡
化
・
適

正
化
を
図
る
た
め
、
平
成
29
年
度
ま
で
継
続

さ
れ
ま
す
。

　

負
担
調
整
措
置
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

問
税
務
課　

☎
７
２
︲
６
９
３
２

　

　
　
ご
案
内

「
６
月
１
日
」は
人
権
擁
護
の
日
で
す

　
固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
）
の
評
価
替
え
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